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【解答】4 

難易度★★（覚えやすい項目は確実に押さえておきましょう） 

変更検査の問題については、「点検の結果」「一部を省略」をセットで覚えておきましょう。 

A は「無線設備の設置場所」です。 
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【解答】4 

難易度★（まあ簡単な方かな） 

工事設計を変更するのは大きな変更になりますから、届け出ではなく許可を得る必要があります。 
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【解答】2 

難易度★（確実に正解したい） 

条文では、次のように規定されています。 

「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。  
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【解答】3 

難易度★（必ず正解したい） 

A は「他の無線設備」です。重要無線通信に対して機能に支障を与えてはいけないのに対して、それ以外の無線

通信に対しては支障を与えてもいい、というのはおかしい話です。 

B は 4 ナノワットで、これは覚えておかなければいけない数値です。 

C は容易に分かるでしょう。 
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【解答】3 

難易度★（定番問題、必ず正解したい） 

条文には次のように規定されています。 

第十五条 

周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波

数に影響を与えないものでなければならない。 

２ 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化

によって影響を受けないものでなければならない。 

３ 移動局（移動するアマチユア局を含む。）の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数を

その許容偏差内に維持するものでなければならない。 

第十六条 

水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するもので

なければならない。 

一 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行

って決定されているものであること。 

二 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持する

ものであること。 
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【解答】1 

難易度★（定番問題。必ず正解したい） 

定番問題です。条文には次のように規定されています。 

無線従事者規則 

第五十条 

無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受

けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出

しなければならない。 

一 免許証（免許証を失った場合を除く。） 

二 写真一枚 

三 氏名の変更の事実を証する書類（氏名に変更を生じたときに限る。） 

第五十一条 

無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大

臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同

様とする。 

２ 無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）に

よる死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなけれ

ばならない。 
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【解答】1 

難易度★（必ず正解したい基本問題） 

容易な問題ですから、知らなかった人は必ず覚えておきましょう。 

第五十三条 

無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の

免許状又は第二十七条の二十五第一項の登録状（次条第一号及び第百三条の二第四項第二号において「免許状

等」という。）に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 

第五十四条 

無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただ

し、遭難通信については、この限りでない。 

一 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 

二 通信を行うため必要最小のものであること。 
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【解答】2 

難易度★（簡単。必ず正解すること） 

この問題も容易です。常識的に判断しても正解が分かるでしょう。 

第三十七条 

次に掲げる通信は、法第五十二条第六号の通信とする（略） 

一 無線機器の試験又は調整をするために行う通信 

（略） 

二十四 電波の規正に関する通信 

二十五 法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のために行う通信 

（以下略） 
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【解答】3 

難易度★（簡単な問題） 

いわゆる 80 条報告については、比較的よく出題されるうえ容易に正解できる問題なので、必ず覚えておきまし

ょう。 

第八十条 

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならな

い。 

一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき（略）。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。 

三 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。 

第八十一条 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認め

るときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。  
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【解答】2 

難易度★（頻出問題） 

電波の質が悪く、思いがけない周波数の成分が含まれていると、気付かないうちに重要通信や人命にかかわる通

信に影響を与えている可能性があるため、臨時に電波の発射の停止を命じる権限が与えられています。おなじみ

の出題ですから、必ず正解しましょう。 

第七十二条 

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき

は、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 

２ 総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の総務省令の定めるもの

に適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。 

３ 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していると

きは、直ちに第一項の停止を解除しなければならない。 
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【解答】1 

難易度★★（ちょっと考えるかもしれないけど消去法でも答えは求まる） 

選択肢 2・3・4 は良く見かける条文ですから、これを排除すれば消去法でも正解は求まります。 

第七十九条 

総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定

めてその業務に従事することを停止することができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 

二 不正な手段により免許を受けたとき。 

三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。 

２ 前項（第三号を除く。）の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、

同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。 

３ 第七十七条の規定は、第一項（前項において準用する場合を含む。）の規定による取消し又は停止に準用す

る。 
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【解答】2  

難易度★（簡単な問題） 

免許状の訂正は、届出ではなく申請が必要です。また、新たな免許状の交付を受けた場合、遅滞なく旧免許状を

返納します。 

C は、「破損し、汚し」です。 

 

第二十二条 

免許人は、法第二十一条の免許状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣

又は総合通信局長に提出しなければならない。 

（略） 

５ 免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。 

第二十三条 

免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる

事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない（略） 


